
育児短時間勤務取扱通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　様

令和　　　　年　　　　月　　　　日　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　㊞　

あなたが令和　令和　　　　年　　　　月　　　　日にされた育児短時間勤務の申出についの申出につい申出についについ

て，「育児休業等に関する規則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（た育児休業等に関する規則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（たに関する規則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（たする規則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（た規則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（た」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（たづき，その申出につい取扱いを下記のとおり通知します（たいを下記のとおり通知します（た下記のとおり通知します（たの申出についとおり通知します（た通知します（たします（た

だし，期間の申出につい変更の申出があった場合には下記の事項の若干の変更があり得ます）。の申出につい申出についが令和　あった場合には下記の事項の若干の変更があり得ます）。には下記の事項の若干の変更があり得ます）。下記のとおり通知します（たの申出につい事項の若干の変更があり得ます）。の申出につい若干の変更があり得ます）。の申出につい変更の申出があった場合には下記の事項の若干の変更があり得ます）。が令和　あり通知します（た得ます）。ます）。

記のとおり通知します（た

１短時間勤
務の申出についの申出につい期間等に関する規則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（た

・適正な申出がなされていましたので申出のとおりな申出についが令和　なされていましたの申出についで申出のとおり申出についの申出についとおり通知します（た

令和　　　　年　　　　月　　　　日から

令和　　　　年　　　　月　　　　日まで申出のとおり短時間勤務の申出についして下さい。

・申し出についた期日が令和　遅かったので短時間勤務を開始する日をかったの申出についで申出のとおり短時間勤務の申出についを下記のとおり通知します（た開始する日をする規則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（た日を下記のとおり通知します（た

令和　　　　年　　　　月　　　　日にして下さい。

・あなたは下記の事項の若干の変更があり得ます）。下記のとおり通知します（たの申出につい理由により対象者でないので短時間勤務することはできにより通知します（た対象者でないので短時間勤務することはできで申出のとおりないの申出についで申出のとおり短時間勤務の申出についする規則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（たことは下記の事項の若干の変更があり得ます）。で申出のとおりき

ません。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２短時間勤
務の申出につい期間中のの申出につい
取扱いを下記のとおり通知します（たい等に関する規則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（た

①短時間勤務の申出につい期間中のの申出につい勤務の申出につい時間は下記の事項の若干の変更があり得ます）。次のとおりとなります。の申出についとおり通知します（たとなり通知します（たます。

　　　　　時　　　　分から　から　　　　時　　　　分から　まで申出のとおり

（休憩時間　　　　時　　　　分から　から　　　　時　　　　分から　まで申出のとおり分から　）

②産後１年以内の女性職員は，上記のほか，育児時間１日２回の申出につい女性職員は，上記のほか，育児時間１日２回は下記の事項の若干の変更があり得ます）。，上記のとおり通知します（たの申出についほか，育児時間１日２回30分から　の申出につい請

求ができます。が令和　で申出のとおりきます。

③短時間勤務の申出につい中のは下記の事項の若干の変更があり得ます）。原則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（たとして所定時間外労働は行わせません。は下記の事項の若干の変更があり得ます）。行わせません。わせません。

④短時間勤務の申出につい中のの申出につい給与は次のとおりとなります。は下記の事項の若干の変更があり得ます）。次のとおりとなります。の申出についとおり通知します（たとなり通知します（たます。

　・基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（た本給

　・諸手当

⑤賞与は次のとおりとなります。及び退職金の算定に当たっては，短時間勤務期間中も通常勤務をしび退職金の算定に当たっては，短時間勤務期間中も通常勤務をし退職金の算定に当たっては，短時間勤務期間中も通常勤務をしの申出につい算定に当たっては下記の事項の若干の変更があり得ます）。，短時間勤務の申出につい期間中のも通常勤務をし通常勤務の申出についを下記のとおり通知します（たし

たも通常勤務をしの申出についとみなして計算します。

３その申出につい他 お子さんを養育しなくなる等あなたの勤務に重大な変更をもたらす事由がさんを下記のとおり通知します（た養育しなくなる規則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（た等に関する規則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（たあなたの申出につい勤務の申出についに重大な変更をもたらす事由がな変更の申出があった場合には下記の事項の若干の変更があり得ます）。を下記のとおり通知します（たも通常勤務をしたらす事由により対象者でないので短時間勤務することはできが令和　

発生したときは，なるべくその日に施設長あて電話連絡をして下さい。こしたときは下記の事項の若干の変更があり得ます）。，なる規則」に基づき，その取扱いを下記のとおり通知します（たべくその申出につい日に施設長あて電話連絡をして下さい。こあて電話連絡をして下さい。こを下記のとおり通知します（たして下さい。こ

の申出につい場合には下記の事項の若干の変更があり得ます）。の申出につい通常勤務の申出についの申出につい開始する日を日については下記の事項の若干の変更があり得ます）。，事由により対象者でないので短時間勤務することはでき発生したときは，なるべくその日に施設長あて電話連絡をして下さい。こ後2週間以内の女性職員は，上記のほか，育児時間１日２回の申出につい日を下記のとおり通知します（た施設

と話し合には下記の事項の若干の変更があり得ます）。って決定していただきます。


